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衆
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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
介
護
基
盤
の
緊
急
整
備
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
の
二
年
間
に
整
備
さ
れ
た
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
介
護
施
設
等
は
、
北
海
道
に
つ
い
て
は
二
千
九
百
七
十
五
人
分
、
青
森
県
に
つ
い
て
は
四
百
八
十
人
分
、

秋
田
県
に
つ
い
て
は
八
百
七
十
三
人
分
、
山
形
県
に
つ
い
て
は
九
百
九
十
七
人
分
、
茨
城
県
に
つ
い
て
は
二
千
五
百
六
十
五

人
分
、
栃
木
県
に
つ
い
て
は
千
三
百
三
十
人
分
、
群
馬
県
に
つ
い
て
は
千
二
十
六
人
分
、
埼
玉
県
に
つ
い
て
は
四
千
三
百
四

十
六
人
分
、
千
葉
県
に
つ
い
て
は
二
千
八
百
九
十
人
分
、
東
京
都
に
つ
い
て
は
五
千
三
百
十
二
人
分
、
神
奈
川
県
に
つ
い
て

は
七
千
百
六
十
六
人
分
、
新
潟
県
に
つ
い
て
は
千
六
百
九
十
二
人
分
、
富
山
県
に
つ
い
て
は
六
百
七
十
一
人
分
、
石
川
県
に

つ
い
て
は
八
百
二
十
九
人
分
、
福
井
県
に
つ
い
て
は
六
百
九
十
七
人
分
、
山
梨
県
に
つ
い
て
は
二
百
四
十
人
分
、
長
野
県
に

つ
い
て
は
二
千
二
百
九
十
五
人
分
、
岐
阜
県
に
つ
い
て
は
千
九
十
六
人
分
、
静
岡
県
に
つ
い
て
は
二
千
二
百
十
一
人
分
、
愛

知
県
に
つ
い
て
は
二
千
九
百
十
四
人
分
、
三
重
県
に
つ
い
て
は
千
九
十
五
人
分
、
滋
賀
県
に
つ
い
て
は
九
百
五
十
人
分
、
京

都
府
に
つ
い
て
は
千
九
百
七
十
人
分
、
大
阪
府
に
つ
い
て
は
五
千
五
百
九
十
七
人
分
、
兵
庫
県
に
つ
い
て
は
二
千
三
十
六
人

分
、
奈
良
県
に
つ
い
て
は
千
二
百
十
人
分
、
和
歌
山
県
に
つ
い
て
は
七
百
九
十
五
人
分
、
鳥
取
県
に
つ
い
て
は
二
百
七
十
九

一



人
分
、
島
根
県
に
つ
い
て
は
三
百
五
十
三
人
分
、
岡
山
県
に
つ
い
て
は
千
五
百
七
十
九
人
分
、
広
島
県
に
つ
い
て
は
千
七
百

七
十
三
人
分
、
山
口
県
に
つ
い
て
は
九
百
八
人
分
、
徳
島
県
に
つ
い
て
は
二
百
二
十
人
分
、
香
川
県
に
つ
い
て
は
四
百
六
人

分
、
愛
媛
県
に
つ
い
て
は
八
百
二
十
人
分
、
高
知
県
に
つ
い
て
は
三
百
九
十
八
人
分
、
福
岡
県
に
つ
い
て
は
三
千
三
百
四
十

七
人
分
、
佐
賀
県
に
つ
い
て
は
百
三
十
五
人
分
、
長
崎
県
に
つ
い
て
は
五
百
九
十
人
分
、
熊
本
県
に
つ
い
て
は
千
五
百
四
十

七
人
分
、
大
分
県
に
つ
い
て
は
五
百
五
十
二
人
分
、
宮
崎
県
に
つ
い
て
は
四
百
五
十
五
人
分
、
鹿
児
島
県
に
つ
い
て
は
千
五

百
八
十
六
人
分
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
四
百
七
人
分
で
あ
り
、
合
計
七
万
千
六
百
十
三
人
分
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
岩
手

県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
追
っ
て
当
該
県
に
整
備
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
の
都
道
府
県
ご
と
の
介
護
施
設
等
の
整
備
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
に
確
認
中
で

あ
り
、
精
査
を
し
た
上
で
、
本
年
九
月
に
は
公
表
で
き
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
け

る
整
備
の
見
込
み
及
び
介
護
基
盤
の
緊
急
整
備
に
よ
る
全
国
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
増
加
数
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
に
つ
い
て

二



特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
に
つ
い
て
は
、
入
所
前
ま
で
の
自
宅
で
の
生
活
様
式
の
継
続
や
、
よ

り
良
い
生
活
環
境
の
実
現
等
に
よ
り
、
要
介
護
高
齢
者
等
の
尊
厳
を
保
持
す
る
観
点
か
ら
、
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
第
四
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
り
改
定
し
た
「
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険
給
付

の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
」
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
に
お
い
て
、
都

道
府
県
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
定
員

数
に
占
め
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
定
員
数
の
割
合
を
七
割
以
上
と
す
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

御
指
摘
の
多
床
型
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
を
進
め
て
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
方
針
の
下

で
、
各
都
道
府
県
が
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
判
断
し
て
い
く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
の
利
用
に
係
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
入
所
者
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
趣
旨
が
、
介
護
基
盤
の
緊
急
整
備
に
係
る
施
設
の
整
備
目
標
と
し
て
設
定
し
た
十
六
万
人
分
に
つ
い
て
、
整
備

し
た
施
設
へ
の
入
所
予
定
者
の
所
得
段
階
別
の
定
員
数
を
示
す
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
整
備
目
標
は
、
入
所
予
定
者

の
所
得
段
階
に
応
じ
て
設
定
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会

等
に
お
い
て
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


